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○加須市障害者自動車改造費補助金交付要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第５６号 

改正 平成２５年４月１日告示第１１０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、自らが所有し運転する自動車（道路交通法（昭和３５年

法律第１０５号）第２条第１項第９号に規定する自動車をいう。以下同じ。）

の一部を改造しようとする障害者に対し、補助金を交付することにより、障

害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とす

る。 

（対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、自動車の一部を自ら運転できるよう

に改造を実施する者で、次に掲げる要件に該当するものとする。 

（１） 市内に住所を有し、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条第４項に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度（昭和４８年厚

生省発児第１５６号厚生事務次官通知及び昭和５０年障福第７１９号埼玉

県生活福祉部長通知）による療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項に規定する精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）別

表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に

相当な制限を受ける程度である者 

（２） 自動車の改造を補助する月の属する年の前年に係る各種所得控除後

の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超え

ない者 

（３） 当該改造自動車を使用することにより、就労等の機会が拡大すると

認められる者 

（平成２５告示１１０・一部改正） 
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（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、自動車の操向装置及び駆動装置の

改造に要する経費とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は前条に定める経費の額とし、１０万円を限度とする。こ

の場合において、１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数は切り

捨てるものとする。 

（申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、障

害者自動車改造費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 改造に要する経費の見積書の写し 

（３） 運転免許証の写し 

（４） 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び診断書

又は特定疾患医療受給者証等の写し 

（５） 自動車検査証の写し 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

（決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結

果を障害者自動車改造費補助金交付・不交付決定通知書（様式第３号）によ

り申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象者」

という。）は、自動車の改造が完了し、補助金の交付を受けようとするとき

は、障害者自動車改造費補助金交付請求書（様式第４号）に領収書の写しを

添えて市長に請求しなければならない。 

（返還） 
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第８条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金

の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した金額の全部又は

一部を返還させることができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） その他この要綱に違反する行為があったとき。 

（台帳） 

第９条 市長は、補助対象者に係る障害者自動車改造費補助金受給者台帳（様

式第５号）を整備するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市障害者自動車改造費補

助金交付要綱（平成８年加須市告示第４１号）、騎西町身体障害者用自動車

改造費補助金交付要綱（平成１８年騎西町告示第１１７号）、北川辺町身体

障害者用自動車改造費助成事業実施要綱（平成１８年北川辺町要綱第２４８

号）又は大利根町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱（平成６年大利根

町訓令第３号）の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれ

この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２５年告示第１１０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



4 

 



5 

 



6 

 



7 

 



8 

 



9 

様式第１号（第５条関係） 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

 


